
令和８年度障がい者アート商品化支援事業費補助金交付要綱 
 

 （趣旨） 

第１条 県は、愛媛県補助金等交付規則（平成 18 年愛媛県規則第 17 号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、「令和８年度障がい者アート商品化支援事業実施要

領（令和８年５月 25 日施行。以下「実施要領」という。）及びこの要綱の定めると

ころにより、予算の範囲内で令和８年度障がい者アート商品化支援事業費補助金

（以下「補助金」という。）を交付する。 

 

 （交付対象者） 

第２条 補助金の交付対象者は、実施要領第２条に基づき、支援対象者として知事が

決定した者とする。 

 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助金の対象となる経費及び事業内容は、別表の定めるとおりとする。 

 

 （補助金の交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に関

係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するに当たって、各事

業実施主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経

費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108

号）に規定する仕入れにかかる消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額と

の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを

減額して申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らか

でないものについては、この限りではない。 

 

 （補助金の交付決定） 

第５条 知事は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、補助金の交付決定を行い、速やかに当該交付希望者に通知するも

のとする。 

２ 前項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、条件を付することが

ある。 

 

 （補助事業の変更承認申請） 

第６条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）について、内容

又は経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書（様式第２

号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更につ

いては、この限りでない。 

２ 知事は、前項の変更承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた

ときは、変更の承認を行い、当該補助事業者に通知するものとする。 

  この場合において、知事は、必要に応じ条件を付し、及びこれを変更することが

ある。 



 （補助事業の中止又は廃止） 

第７条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、速やかに補

助事業の中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受け

なければならない。 

２ 知事は、前項の承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたとき

は、中止又は廃止の承認を行い、当該補助事業者に通知するものとする。 

  この場合において、知事は、必要に応じ条件を付し、及びこれを変更することが

ある。 

 

 （補助事業の遅延等の報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま

れるとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに補助事業遅延等報

告書（様式第４号）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 

 （補助事業の実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の中止又は廃止の承認を

受けたときを含む。）は、その日から 10 日以内又は令和９年２月 26 日までに補助

事業実績報告書（様式第５号）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならな

い。 

２ 第４条第２項ただし書により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を

提出するに当たって、第４条第２項ただし書に該当した各事業実施主体において当

該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補

助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第４条第２項ただし書により交付申請をした補助事業者は、第１項の実績報告書

を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入

れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額し

た場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を仕入れに係る消費税等相

当額報告書（様式第６号）により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命

令を受けてこれを返還しなければならない。 

 

 （補助金の額の確定） 

第 10 条 知事は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、

必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助事

業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の請求） 

第 11 条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとする

ときは、速やかに精算払請求書（様式第７号）を、別に定める期日までに知事に提

出しなければならない。 

 

 （補助金の交付） 

第12条 知事は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付す

るものとする。 

 

 （補助金の概算払） 

第 13 条 知事は、前２条の規定にかかわらず特に必要があると認めたときは、補助



金の全部又は一部を概算払することができる。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書（様式第

８号）に関係書類を添えて、知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の目的外使用の禁止） 

第 14 条 補助事業者は、補助金を目的外に使用し、又は他の経費に流用してはなら

ない。 

 

 （補助金の返還等） 

第 15 条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補

助金の交付決定を取り消し、又は既に交付している補助金の全部若しくは一部の返

還を命ずることがある。 

 (1) この要綱に違反したとき 

 (2) この要綱により知事に提出した書類に偽りの記載があったとき 

 (3)  補助金交付の条件に違反したとき  

 (4) 補助事業の実施について不正行為があったとき 

 (5)  補助事業を中止又は廃止したとき 

 (6)  法令違反などの反社会的行為が明らかになったとき 

 

 （補助金の経理） 

第 16 条 補助事業者は、補助事業に係る経理についてその収支の事実を明確にした

証拠書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年

度から起算して５年間保存しなければならない。 

 

 （財産の管理及び処分） 

第 17 条 補助事業者は、財産処分制限期間以前に、補助事業により取得し、又は効

用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ、補助事業財産処分承認

申請書（様式第９号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の承認に係る財産を処分したことにより、補助事業者に収入があっ

たときは、その収入に相当する額の全部又は一部を県に納付させるものとする。 

 

 （関係書類の保管） 

第 18 条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳等及び証拠書類を整備し、補

助事業終了年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

 

（その他） 

第 19 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は別に定

める。 

 

  附 則 

  この要綱は、令和８年５月 25 日から施行する。 



別表 

事業内容 障がい者アートを活用した商品の制作・販売 等 

補助限度額 ２００千円 

補助率 定額（１０／１０） 

補助対象期間 補助対象者決定の日から令和９年２月２６日まで 

補助対象経費 

区 分 

報償費 

旅費 

需用費 
消耗品費 

印刷製本費 

役務費 

通信運搬費 

広告料 

手数料 

使用料及び賃借料 

原材料費 

その他経費 

 

（注）補助対象経費には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を含めない。 

 



様式第１号（第４条関係）  

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業費補助金交付申請書 

 

 

                           第   号  

                                                 年  月  日  

 

愛媛県知事        様  

 

 

                住    所  

                企業（屋号）名  

                代表者職氏名          ㊞  

 

 標記事業を下記のとおり実施したいので、令和８年度障がい者アート商品

化支援事業費補助金交付要綱第４条の規定により、関係書類を添えて申請し

ます。  

 

記  

 

 １ 交付申請額   金          円 

 

 ２ 事業実施計画書（別紙１のとおり） 

 

 ３ 収支予算書（別紙２のとおり） 

 

 ４ 所要額調書（別紙３のとおり） 

 

（注）第４条第２項により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当

額を減額して申請する場合には、別紙「令和８年度障がい者アート商品

化支援事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額集計表」を添付

すること。  

・本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入し、県の担当者及び県・申請者双方の 

上席者を宛先として、電子メールにより提出する場合は、押印省略可能です。 

・責任者とは、社内において権限の委任を受けた者を指し、担当者とは本申請に関す

る事務を担当する者を指します。 

・責任者及び担当者が同一人物でも差し支えありませんが、その旨がわかるように記

入してください。（「同上」等。） 

 

本件責任者（職氏名・連絡先（電話/メール））  

  担当者（   〃   ）  



別紙１（様式第１号関係） 

 

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業実施計画書 

 
 

Ⅰ 商品（成果品）名 
 

 

 

 

Ⅱ 総事業費 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 

 

事業の概要 

(製造数/販売・配布

先及び期間 等) 

 

 

 

 

 

 

  商品（成

果品）の

イメージ

図 

 

 

 

 

 

 

スケジ

ュール 

（開始予定日） 

（完了予定日） 

 

（注）総事業費には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を含めない。 
 

 

 

 

 

ⓐ 

円 



別紙２（様式第１号関係）  

 

 

収 支 予 算 書 

 
 

１ 収入の部 

区分 予算額（円） 備考 

県補助金 

 

寄付金その他の収入額 

  

計 
 
 

 

 

２ 支出の部 

区分 予算額（円） 備考 

   

計 
 
 

 

（注）１ 区分欄は、支出科目ごとに記載すること。 

２  備考欄は、各支出科目の助成対象者ごとの内訳を記載するこ 

ととし、必要に応じて別紙（任意様式）を添付すること。 

３ 収入の部・支出の部ともに、予算額の合計は総事業費と同額と 

すること。（ⓐ＝ⓩ） 

４ 予算額には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を 

  含めない。

 

ⓐ 

ⓩ 



別紙３（様式第１号関係） 

 

 

所 要 額 調 書 
（単位：円） 

 

（注）１ Ｄ欄には、Ｂ欄とＣ欄を比較し、いずれか少ない方の額に別表に定める補助率を乗じた額を記載すること。 

ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てること。 

２ 記載欄が不足する場合は、適宜行を追加すること。 

３ Ⅾ欄が０の場合は、記入しなくてよい。 

４ 補助対象経費には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を含めない。 

 

 

 

 

 

 

区分 
補助対象経費 

Ａ 

対象経費の 

実支出（予定）額 

Ｂ 

補助限度額 

（20万円） 

Ｃ 

県補助金所要額 

Ｄ 
備考 

      

      

      

      

計      



様式第２号（第６条関係）  

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業変更承認申請書 

 

                           第   号 

                                                 年  月  日 

 

愛媛県知事        様 

 

                住    所  

                企業（屋号）名  

                代表者職氏名          ㊞ 

 

 令和  年  月  日付け愛媛県指令  第  号で補助金交付決定

の通知があった標記事業を、下記のとおり変更したいので、令和８年度障

がい者アート商品化支援事業費補助金交付要綱第６条の規定により、その

承認を申請します。 

 

記 

 

 １ 変更の内容 

 

 ２ 変更の理由 

 

 ３ 補助金交付変更額 

      既 交 付 決 定 額    金        円也 

      変更承認申請額   金        円也 

      差 引 増 減 額    金        円也 

 

 ４ 事業計画書（別紙１のとおり） 

 

 ５ 収支予算書（別紙２のとおり） 

 

（注）事業計画書及び収支予算書は様式第１号の別紙を使用のうえ、変更

箇所が分かるように作成すること。 
 

・本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入し、県の担当者及び県・申請者双方の 

上席者を宛先として、電子メールにより提出する場合は、押印省略可能です。 

・責任者とは、社内において権限の委任を受けた者を指し、担当者とは本申請に関す

る事務を担当する者を指します。 

・責任者及び担当者が同一人物でも差し支えありませんが、その旨がわかるように記

入してください。（「同上」等。） 

本件責任者（職氏名・連絡先（電話/メール））  

  担当者（   〃   ）  



 様式第３号（第７条関係） 

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業中止（廃止）承認申請書 

 

 

                           第   号 

                                                 年  月  日 

 

愛媛県知事        様 

 

 

                住    所  

                企業（屋号）名  

                代表者職氏名          ㊞ 

 

 令和  年  月  日付け愛媛県指令  第  号で補助金交付決定

の通知があった標記事業を中止（廃止）したいので、令和８年度障がい者

アート商品化支援事業費補助金交付要綱第７条の規定により、その承認を

申請します。 

 

記 

 

 １ 事業の中止（廃止）の理由 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 

 

・本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入し、県の担当者及び県・申請者双方の 

上席者を宛先として、電子メールにより提出する場合は、押印省略可能です。 

・責任者とは、社内において権限の委任を受けた者を指し、担当者とは本申請に関す

る事務を担当する者を指します。 

・責任者及び担当者が同一人物でも差し支えありませんが、その旨がわかるように記

入してください。（「同上」等。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本件責任者（職氏名・連絡先（電話/メール））  

  担当者（   〃   ）  



様式第４号（第８条関係）  

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業遅延等報告書 

 

 

                           第   号  

                                                 年  月  日  

 

愛媛県知事        様  

 

 

                住    所  

                企業（屋号）名  

                代表者職氏名          ㊞ 

 

 

 

 令和  年  月  日付け愛媛県指令  第  号で補助金交付決定

の通知があった標記事業の遅延等について、令和８年度障がい者アート商品

化支援事業費補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記  

 

 １ 補助事業の進捗状況 

 

 ２ 遅延等の内容及び原因 

 

 ３ 遅延等に対する措置 

 

 ４ 収支予算書（別紙２のとおり） 

 

・本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入し、県の担当者及び県・申請者双方の 

上席者を宛先として、電子メールにより提出する場合は、押印省略可能です。 

・責任者とは、社内において権限の委任を受けた者を指し、担当者とは本申請に関す

る事務を担当する者を指します。 

・責任者及び担当者が同一人物でも差し支えありませんが、その旨がわかるように記

入してください。（「同上」等。） 

 

 

 

 

本件責任者（職氏名・連絡先（電話/メール））  

  担当者（   〃   ）  



様式第５号（第９条関係） 

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業実績報告書 

 

                           第   号 

                                                 年  月  日 

 

愛媛県知事        様 

 

                住    所  

                企業（屋号）名  

                代表者職氏名          ㊞ 

 

 令和  年  月  日付け愛媛県指令  第  号で補助金交付決定

の通知があった標記事業の実績について、令和８年度障がい者アート商品

化支援事業費補助金交付要綱第９条の規定により、関係書類を添えて報告

します。 

 

記 

 

 １ 事業精算額   金         円 

 

 ２ 実績報告書   別紙４のとおり 

 

３ 収支決算書   別紙５のとおり 

 

 ３ 経費の総括   別紙６のとおり 

 

 

（注）第９条第２項により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当

額を減額して報告する場合には、別紙「令和８年度障がい者アート

商品化支援事業費補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額集計

表」を添付すること。  

 

・本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入し、県の担当者及び県・申請者双方の 

上席者を宛先として、電子メールにより提出する場合は、押印省略可能です。 

・責任者とは、社内において権限の委任を受けた者を指し、担当者とは本申請に関す

る事務を担当する者を指します。 

・責任者及び担当者が同一人物でも差し支えありませんが、その旨がわかるように記

入してください。（「同上」等。） 

本件責任者（職氏名・連絡先（電話/メール））  

  担当者（   〃   ）  



別紙４（様式第５号関係） 

 

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業実績報告書 

 
 

Ⅰ 商品（成果品）名 
 

 

 

 

Ⅱ 総事業費 
 

 

 

Ⅲ 

 

 

 

 

 

事業の実績 

(製造数/販売・配布

先及び期間 等) 

 

 

 

 

 

 

スケジ

ュール 

（開始日） 

（完了日） 

 

（注）１ 商品（成果品）の写真を別紙に添付すること。 

   ２ 総事業費には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を 

含めない。 

 

 

 

 

円 
ⓐ 



別紙５（様式第５号関係）  

 

 

収 支 決 算 書 

 
 

１ 収入の部 

区分 決算額（円） 備考 

県補助金 

 

寄付金その他の収入額 

  

計 
 
 

 

 

２ 支出の部 

区分 決算額（円） 備考 

   

計 
 
 

 

（注）１ 区分欄は、支出科目ごとに記載すること。 

２  備考欄は、各支出科目の助成対象者ごとの内訳を記載するこ 

ととし、必要に応じて別紙（任意様式）を添付すること。 

３ 収入の部・支出の部ともに、決算額の合計は総事業費と同額と 

すること。（ⓐ＝ⓩ） 

４ 決算額には、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を 

  含めない。

 

ⓐ 

ⓩ 



別紙６（様式第５号関係）  

 

 

経 費 の 総 括 

 
(単位：円) 

区分 
補助対象

経費  

補 助 対 象 経 費 

補助金額 備考 予 算 

額 

決 算 

額 

比較増減 

増 減 

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

合  計        

 

（注）補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。



 

様式第６号（第９条関係）  

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業費補助金に係る 

仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

 

                           第   号  

                                                 年  月  日  

 

愛媛県知事        様  

 

 

                住 所 

                企業（屋号）名 

                代表者職氏名         ㊞  

 

 令和  年  月  日付け愛媛県指令  第  号で補助金交付決定の通

知があった標記補助金について、令和８年度障がい者アート商品化支援事業費補

助金交付要綱第９条第３項の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記  

 

 １ 補助金交付要綱第10条の補助金の額の確定額  

  （令和 年 月 日付け愛媛県指令 第 号による額の確定通知額）  

                        金        円也  

 ２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額  

                        金        円也  

 ３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る 

消費税等相当額    金        円也  

 ４ 補助金返還相当額（３－２）  

                        金        円也  

 

（注）別紙「令和８年度障がい者アート商品化事業費補助金に係る仕入れに係る

消費税等相当額集計表」、その他参考となる資料を添付すること。 

・本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入し、県の担当者及び県・申請者双方の上席者 

を宛先として、電子メールにより提出する場合は、押印省略可能です。 

・責任者とは、社内において権限の委任を受けた者を指し、担当者とは本申請に関する事務

を担当する者を指します。 

・責任者及び担当者が同一人物でも差し支えありませんが、その旨がわかるように記入して

ください。（「同上」等。） 

 

 

本件責任者（職氏名・連絡先（電話/メール））  

  担当者（   〃   ）  



 

別紙７（様式第６号関係）  

 

 

令和８年度障がい者アート商品化事業費補助金に係る 

仕入れに係る消費税等相当額集計表 

                                                     （単位：円）  

補助対象者名  

仕入れに係る消費税額と当該

金額に地方消費税率を乗じて

得た金額との合計(Ａ) 

補助率  

(Ｂ) 

仕入れに係る 

消費税等相当額  

（Ａ×Ｂ）  

備考  

     

     

     

     

 

（注）１ 第６条第２項及び第９条第２項により、当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額を減額して申請又は報告する場合、補助対象者

ごとに内訳を記載すること。  

   ２ 「仕入れに係る消費税額と当該金額に地方消費税率を乗じて得た金

額の合計額」欄は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入

れに係る消費税額として控除できる金額と当該金額に地方税法（昭

和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額と

の合計額を記載すること。  

   ３ 「仕入れに係る消費税等相当額」欄には、補助対象経費に含まれる

消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入れに

係る消費税額として控除できる金額と当該金額に地方税法に規定す

る地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に別表の補助率を乗じ

て得た金額を記載すること。 



 

様式第７号（第11条関係） 

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業費補助金精算払請求書 

 

 

                           第   号 

                                                 年  月  日 

 

 

愛媛県知事        様 

 

 

                住    所  

                企業（屋号）名  

                代表者職氏名          ㊞ 

 

 令和  年  月  日付け愛媛県指令  第  号で交付決定の通知があ

った標記補助金について、令和８年度障がい者アート商品化支援事業費補助金交

付要綱第11条の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

一金        円也 

 

  内訳 交付決定通知額   金        円也 

 

     概算払受領済額   金        円也 

 

     今 回 請 求 額   金        円也 

  

・本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入し、県の担当者及び県・申請者双方の上席者 

を宛先として、電子メールにより提出する場合は、押印省略可能です。 

・責任者とは、社内において権限の委任を受けた者を指し、担当者とは本申請に関する事務

を担当する者を指します。 

・責任者及び担当者が同一人物でも差し支えありませんが、その旨がわかるように記入して

ください。（「同上」等。） 

 

 

本件責任者（職氏名・連絡先（電話/メール））  

  担当者（   〃   ）  



 

様式第８号（第13条関係） 

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業費補助金概算払請求書 

 

 

                           第   号 

                                                 年  月  日 

 

 

愛媛県知事        様 

 

 

                住    所  

                企業（屋号）名  

                代表者職氏名          ㊞ 

 

 令和  年  月  日付け愛媛県指令  第  号で交付決定の通知があ

った標記補助金について、令和８年度障がい者アート商品化支援事業費補助金交

付要綱第13条第２項の規定により、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

 

一金        円也 

 

  内訳 交付決定通知額   金        円也 

 

     概算払受領済額   金        円也 

 

     今 回 請 求 額    金        円也 

 

     残     額   金        円也 

 

・本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入し、県の担当者及び県・申請者双方の上席者 

を宛先として、電子メールにより提出する場合は、押印省略可能です。 

・責任者とは、社内において権限の委任を受けた者を指し、担当者とは本申請に関する事務

を担当する者を指します。 

・責任者及び担当者が同一人物でも差し支えありませんが、その旨がわかるように記入して

ください。（「同上」等。） 

 

 

 

本件責任者（職氏名・連絡先（電話/メール））  

  担当者（   〃   ）  



 

様式第９号（第17条関係） 

 

令和８年度障がい者アート商品化支援事業財産処分承認申請書 

 

 

                           第   号  

                                                 年  月  日  

 

愛媛県知事        様  

 

 

                住    所  

                企業（屋号）名  

                代表者職氏名          ㊞ 

 

 

 

 令和  年  月  日付け愛媛県指令  第  号で補助金交付決定の通

知があった標記事業により取得した財産を処分したいので、令和８年度障がい者

アート商品化支援事業費補助金交付要綱第17条の規定により、下記のとおり承認

を申請します。  

 

記  

 

 １ 取得財産の品目及び取得年月日 

 

 ２ 取得価格及び時価 

 

 ３ 処分の方法 

 

 ４ 処分の理由 

 

・本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記入し、県の担当者及び県・申請者双方の上席者 

を宛先として、電子メールにより提出する場合は、押印省略可能です。 

・責任者とは、社内において権限の委任を受けた者を指し、担当者とは本申請に関する事務

を担当する者を指します。 

・責任者及び担当者が同一人物でも差し支えありませんが、その旨がわかるように記入して

ください。（「同上」等。） 

 

 

 

 

本件責任者（職氏名・連絡先（電話/メール））  

  担当者（   〃   ）  


